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以 上 

 

本メルマガは山下税理士に日常業務の中から「間違いやすい・見落としがちな」税務のチェックポイントをＱ&Ａ形式で

ご寄稿頂いたものになります。ぜひご参考になさってください。 

『質問』 

未払計上の決算賞与金の取扱いについて 

 

≪内容≫ 

関与先のＡ社は、3月期決算の食品小売業者です。Ａ社は、決算賞与の支給基準条件（例えば、「当

年度において粗利益○○円以上を達成した場合」などの条件を1月中に取締役会で設定します。）を達

成した場合には、従業員に翌事業年度の当初の4月末までに賞与を支給することとしています。 

また、同時に、従業員ごとの決算賞与金の額を決定し、従業員に通知します。 

そして4月に入って支給基準条件が達成されているか確認し、達成されていれば、従業員ごとの個別

成績評価を行って追加賞与金の額（以下「本件追加賞与金額」といいます。）を算定し、決算賞与金額

と本件追加賞与金額を合計した金額を賞与として現金で支給します。 

なお、確定した決算において、決算賞与金額を未払金に計上します。 

このような未払計上の決算賞与金額は、法人税法施行令第72条の3第2号の適用により、通知をした

事業年度の損金の額に算入することは認められるのでしょうか。 

『答』 

  ご質問のケースの未払計上の決算賞与金額を今期の事業年度の損金の額に算入することはできません。 

 

（解説） 

１ 法人税法施行令第72条の３の規定は、使用人賞与は原則として、実際にその支払が行われた日の

属する事業年度に損金算入を認めることとし、未払賞与については、その内容から実際に支払が行わ

れたものと同じような状態にあるものに限って、例外的に損金算入を認めることとしているものです。

このことからすれば、同条第２号イの支給額の通知は、法人において個々の使用人ごとの具体的な賞

与の支給額を最終的、確定的に決定した上で同時期に支給を受けるすべての使用人に対してこれを通

知していることを意味するものと解され、将来一定の条件を満たした場合に法人が従業員に対し支給

する賞与について、その支給予定額を通知したとしても、同条第２号イの要件を充足したものとはい

えないと解されます。 
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２ ご質問のケースの決算賞与金額については、決算賞与金額を支払った日の属する事業年度の前事業

年度中の１月において従業員に通知したとしても、法人税法施行令第72条の３第２号イの要件を満

たしているとはいえません。 

また、本件決算賞与金額は、同条第３号に掲げる賞与の額に該当し、その支払われた日の属する事

業年度の損金の額に算入することが相当です。 

  したがって、本件決算賞与金額を本件事業年度の損金の額に算入することはできません。 
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